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狂
犬
病
は
犬
だ
け
の
病
気
で
は
な
く
、
人

を
含
め
全
て
の
哺
乳
類
に
感
染
し
ま
す
。
ま

た
、
い
っ
た
ん
発
症
す
る
と
有
効
な
治
療
法

が
な
い
恐
ろ
し
い
病
気
で
す
。

　
狂
犬
病
予
防
法
で
は
、
生
後
九
十
日
を
超

え
る
犬
の
飼
い
主
は
、
四
月
か
ら
六
月
の
間

頃
、
豊
場
字
若
宮
地
内
で
交
通
死
亡
事
故
が

発
生
し
ま
し
た
。
県
道
名
古
屋
空
港
線
上
を

走
行
す
る
車
両
が
、
車
道
の
端
で
作
業
中
の

歩
行
者
に
衝
突
し
た
も
の
で
し
た
。

は
、
自
分
や
家
族
に
も
起
こ
り
う
る
身
近
な

問
題
と
し
て
捉
え
て
く
だ
さ
い
。
悲
惨
な
交

○
ご
み
は
収
集
当
日
の
午
前
八
時
三
十
分
ま

○
ス
プ
レ
ー
缶
類
は
、
リ
サ
イ
ク
ル
資
源
と

し
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

 

戦
争
写
真
パ
ネ
ル
展

　
豊
山
町
平
和
都
市
宣
言
に
基
づ
き
、
戦
争

の
悲
惨
さ
や
平
和
の
大
切
さ
を
伝
え
る
た
め
、

戦
争
写
真
パ
ネ
ル
展
等
を
開
催
し
ま
す

▼
と
き
　
八
月
一
日
（
水
）
〜
十
五
日
（
水
）

▼
と
こ
ろ
　
役
場
庁
舎
一
階
ロ
ビ
ー
▼
内
容

　
愛
知
県
原
水
爆
被
災
者
の
会
（
愛
友
会
）

か
ら
お
借
り
し
た
被
爆
写
真
パ
ネ
ル
を
展
示

し
ま
す
。
ま
た
、
広
島
平
和
記
念
資
料
館
か

ら
お
借
り
す
る
、
基
町
高
等
学
校
の
生
徒
と

被
爆
体
験
証
言
者
と
の
共
同
制
作
に
よ
る

「
原
爆
の
絵
」
（
複
製
）
も
展
示
し
ま
す
▼

問
合
せ
　
総
務
課
総
務
・
人
事
係
　
☎

２８
・

６
０
０
３

　食
中
毒
に
注
意

　
気
温
や
湿
度
が
高
く
な
る
と
、
食
中
毒
の

原
因
と
な
る
細
菌
が
増
殖
し
や
す
く
な
り
ま

す
。
各
家
庭
で
対
策
を
行
い
、
食
中
毒
を
予

防
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
食
中
毒
予
防
の
三
原
則

①
菌
を
つ
け
な
い
（
手
や
包
丁
、
ま
な
板
を

洗
浄
・
消
毒
す
る
、
生
肉
な
ど
は
容
器
に
入

れ
る
な
ど
）

②
菌
を
増
や
さ
な
い
（
早
め
に
食
べ
る
、
冷

蔵
庫
な
ど
で
温
度
管
理
を
す
る
な
ど
）

③
菌
を
や
っ
つ
け
る
（
肉
や
魚
な
ど
の
食
品

は
内
部
ま
で
十
分
に
加
熱
す
る
な
ど
）

▼
問
合
せ
　
保
健
セ
ン
タ
ー
　
☎

２８
・
３
１

５
０

特
　
集

情
報
コ
ー
ナ
ー

ま
な
び
す
と

キ
ラ
リ
健
康
ナ
ビ

わ
い
わ
い
プ
ラ
ザ

町
政
あ
ん
な
い
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介護保険制度の変更

介護保険法の改正により、８月から介護保険制度が次のとおり変更されます。

▼問合せ 保険課高齢者・介護係 ☎２８・０１００

①３割負担の導入

　介護サービスを利用する

場 合 に は、費用の一定割合

を利用者にご負担いただい

ています。この利用者負担

割合は、これまで１割か２割

となっていました。８月から

は、６５歳以上で現役並みの

所得のある方には費用の３

割をご負担いただくことにな

ります。

②高額介護合算療養費制度の

限度額変更

　介護保険の被保険者が、１年

間（８月１日から翌年７月３１

日）に支払った医療保険と介護

保険の自己負担額の合計が限度

額を超えた場合は申請によりその

超えた金額を支給します。現役並

みの所得のある７０歳以上の方の

限度額はこれまでは一律６７万円

でした。8月からは、所得に応じ

て６７万円、１４１万円、２１２

万円に細分化されます。

※合計所得金額とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の

　控除をする前の所得金額です。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。

本人の

合計所得金額

同一世帯の６５歳以上の方の

３割負担

2割負担

2割負担

1割負担

1割負担

年金収入 + その他の合計所得金額

（合計所得金額－年金所得）

の金額

６５歳
以上の

方

１６０万円未満

２２０万円以上

１６０万円以上

２２０万円未満

単身世帯で２８０万円以上３４０万円未満、または

２人以上世帯で３４６万円以上４６３万円未満

単身世帯で２８０万円以上、または

２人以上世帯で３４６万円以上

単身世帯で３４０万円以上、または

２人以上世帯で４６３万円以上

単身世帯で２８０万円未満、または

２人以上世帯で３４６万円未満

細分化・

上限引き上げ

据え置き

〈平成30年8月から〉〈これまで〉

所得区分
７０歳以上の方を含む世帯の　　

自己負担限度額（注２）

課税所得

１４５万円以上
６７万円

課税所得

１４５万円未満（注１）
５６万円

市町村民税世帯非課税 ３１万円

市町村民税世帯非課税　　　　

（所得が一定以下）
１９万円（注３）

所得区分
７０歳以上の方を含む世帯の　

自己負担限度額（注２）

課税所得６９０万円以上 ２１２万円

課税所得

３８０万円以上６９０万円未満
１４１万円

課税所得

１４５万円以上３８０万円未満 ６７万円

課税所得

１４５万円未満（注１）
５６万円

市町村民税世帯非課税 ３１万円

※課税所得とは収入から公的年金等控除、必要経費、給与所得控除等の地方税法上の控除金額を差し引いた後の額です。

（注１） 収入の合計額が520万円未満（1人世帯の場合は383万円未満）の場合及び総所得金額等から基礎控除を引いた合計額が 210万円以下の場合も含む。

（注３） 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。

（注２） 対象世帯に70～74歳と70歳未満が混在する場合、まず70～74歳の自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を合わせた額に限度額を適用する。

市町村民税世帯非課税　　　　　　　　

（所得が一定以下）
１９万円（注３）


